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長野県剣道道場連盟設立６０周年記念 
信州女子剣道フェスタ開催要項 

 

 
１ 目 的 女性の活躍できる環境の場の一つとして本フェスタを通じ日頃の鍛錬の成果を披露する

と共に参加者同士の友好親善を図る。女性が剣道を継続できる環境を整え女性剣道界の発展

寄与することを目的とする。 
２ 主 催 長野県剣道道場連盟 
３ 後 援 一般財団法人 全日本剣道道場連盟 一般財団法人 長野県剣道連盟  

安曇野市剣道連盟（予定含む） 
４ 日 時 令和５年１０月２２日（日曜日） 
      午前９時 開場、９時３０分開始、午後４時終了予定 
５ 場 所 名称：安曇野市堀金総合体育館  

住所：堀金烏川 2662 番地 電話：0263-72-6340 

６ 参加資格及び部門 
（１） 参加資格：次の部門の年齢基準を満たした女性とする。（年齢は大会前日を基準日） 
（２） 部門：４部門３人制 

① 姫川の部（小中学生の部） 
先鋒＝小学生 / 中堅＝小学生または中学生 / 大将＝中学生 / 監督＝成人 
・出場には、成人の監督を必要とする。 
・中堅に中学生が参加する場合は、剣道歴１年半未満の選手。 
・３人とも小学生でのチーム編成も可能。 
・道場連盟の加盟道場の出場選手は必ず全道連指定のワッペンを着用のこと。 

② 木曽川の部（高校生・大学生・一般３０才未満の部）  
・学生（高校生又は大学生）は１チームにつき、１名のみ出場できる。 
・チーム編成上、３０才以上の選手が出場することは可能。 

③ 天竜川の部（３０才以上 ３人の年齢合計が１２０才未満の部） 
④ 信濃川の部（３０才以上 ３人の年齢合計が１２０才以上の部） 

（３） 合同チーム 
 ・参加人数が不足し合同チームで参加を希望する場合は、申込書に参加選手名を記載して申 
  込みをする。申込締め切り後に事務局でチーム編成をして、該当者に連絡をする。 

７ 試合方法 
（１）試合および審判は、全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、ならびに試合・審判細則、『新型コロ

ナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な試合審判法』、および本大会の申し合わせ事項に従

って行う。 
（２）審判は、原則相互審判で行い、姫川の部の審判は木曽川・天竜川の部の出場団体が行う。詳細に

ついては試合組み合わせ表に掲載する。 
（３）試合時間は３分３本勝負で行い、勝敗の決しない時は引き分けとする。 勝者数、総本数が同数

のときは、任意選出による代表者戦によって勝敗を決する。なお、姫川の部は、最終引き分け者

同士によって勝敗を決する。 
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（４）代表者戦の試合時間は２分、試合は１本勝負とし、試合時間内に勝敗が決しない場合は、２分ず

つ時間を区切って、勝敗の決するまで行う。 
（５）試合者は、剣道試合・審判細則第５条に定める名札を付け、所属名は統一し字体は明確に読み取

れるものを使用する。 
８ 表 彰 各部門の優勝、準優勝、第３位（２団体）に賞状を授与し表彰する。 
９ 参加料及び申込方法 

（１）参加料は次の通りとし申し込み時に指定した口座に振込むものとする。 
① 姫川の部（道場連盟加盟未加盟を問わない）  ２，０００円 
② 姫川の部以外 道場連盟加盟団体       ３，０００円  

道場連盟未加盟団体           ６，０００円 
③ 合同チーム  道場連盟加盟団体       １，０００円（１人あたり）  

道場連盟未加盟団体           ２，０００円（１人あたり） 
    ※③は事務局でチーム編成後に連絡をするので、連絡後に指定口座に振り込むものとする。 
（２）指定口座 郵便振込：記号 11150 番号 5632081 名前 長野県剣道道場連盟 

他金融機関からの振込：銀行名 ゆうちょ銀行 金融機関コード 9900 

店番 118 預金種類 普通 店名 一一八 口座番号 0563208 

（３）申込書は、別添申込用紙（メールにファイル添付も可）によるものとし、姫川の部の申請書

に記載されている選手は、親権者の同意を得られている者とする。 

（４）申込先 未来「對山館」北澤淳司 宛 住所：〒398-0001 長野県大町市平 10567 番地 

E-mail:naganoken.kendodojorenmei@gmail.com 電話:（０８０）５０３７－１５５９ 

（５）申込の締め切りは、令和５年１０月 3 日 火曜日までに大会事務局必着とする。 

（６）各部門とも複数団体の出場を可能とする。但し、申込多数の場合は先着順とし、状況により

参加団体数を調整する場合がある。（出場をお断りした団体の申込金は返金します） 

１０ 大会進行について 
・午前に①②の部門の試合、南北対抗を行い、午前の部の表彰式を行う。 
・午後に③④の部門の試合を行い、合同稽古を行い、午後の部の表彰式を行う。 
 

１１ 選手の登録・変更について 

（１）団体の編成順は、年齢昇順とする。２名で出場する場合は「中堅」をあけて「先鋒」と「大将」

とする。 
（２）補員選手は設けないが欠員に対しての補充は参加資格条件を満たせば大会当日に出場試合場の

審判主任に申し出て変更できる。ただし、団体の編成順に組み替えるものとする。 
（３）参加団体は、右図に示した様式で試合場の掲示に用いる団体編成表（オーダー表）を作成し、試

合を行う試合場の競技係員に提出する。 
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１２ 大会会場での留意事項 

（１）主催者の感染対策指示にご協力頂くとともに、各個人においても感染対策を行うものとする 

（２）選手、競技関係者、観戦者を問わず、大会に参加する全ての者は、本「要項」等を、厳守し、大

会に参加する。 

（３）出場者は試合時「面マスク」または「マウスシールド」を着用すること。 

（４）主催者は感染に関する注意喚起、対策を行うが、参加者が新型コロナウイルス感染症に感染して

も一切の責任を負わないものとする。 

 

１３ 審判員の帯同について 

（１）道場連盟加盟の参加団体は審判員を１名以上帯同させる。 

（２）帯同審判員の服装は、全日本剣道連盟剣道試合・審判細則第２３条に定める服装または剣道着と

する。 

１４ 参加者の安全対策 

（１）参加団体の引率者は、大会中選手の健康管理その他すべての行動に責任を負う。 

（２）主催者は大会中の負傷疾病に対し応急手当をする他は、一切の責任を負わない。 

（３）参加団体は傷害保険等に加入の後大会に参加する。なお、少年剣士会員章（ワッペン）着用の選

手は、傷害保険が適用される。 

１５ 託児所の開設について 

   当日の託児について、出場選手の希望状況によって開設を検討する。 

申し込み時に、希望者はアンケートに記入すること。 

託児所を開設する場合は、申込み時の代表者に連絡をする。費用については当日受付にて支払い

をすること。 

１６ その他  

（１）申込書により得られた内容は、番組表の選手名掲載の他表彰状制作及び剣道普及のために使用

することがある。また大会で撮影した写真は、雑誌他公表媒体で後年も使用する場合がある。 

（２）大会等の会場において、個人利用の目的でビデオ撮影等を行うことは差支えないが、営利目的又

は不特定多数の者に公開若しくは頒布する目的で、これを行うことは禁止する。 

（３）ビデオ撮影等は、これを禁止されてない場所で、大会運営等を妨げない方法によることとし他人

に迷惑を及ぼさないよう配慮する。 


